
三原市の文化財 ― Cultural properties of Mihara ― 

 
名称  短刀 

銘 備後国三原住貝正則 
よみがな たんとう 

めい びんごのくにみはらじゅうか

いまさのり 
指定 市指定 
種別 重要文化財 
種類 工芸品 
所在地 西野 
所有者 西福寺 

員数 1 口 
指定年月日 昭和 40 年（1965）3 月 27 日 
構造形式 刃文直小乱刃 小板目 

鵜首造り 

目くぎ穴 2 ヶ 

裏銘 弘治二年十二月吉日 
法量 長さ 16．0cm 
公開状況 特別公開時のみ閲覧可 

時代 室町時代 弘治 2 年（1556） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright (C) 2012 Mihara city All Rights Reserved. 


